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建物の脱炭素に向けたEUの規制動向と
「Renovation Wave」戦略（前編）

要旨

■EUの最終エネルギー消費の約40％と温室効果ガス（GHG）排出の36%を占めると
いう建物部⾨。欧州グリーンディールが掲げるGHG排出削減と気候中⽴の⽬標達成
には建物部⾨の抜本的な排出削減が不可⽋。

■現在、EUでは、欧州グリーンディールおよびFit for 55政策パッケージの下、建物
のエネルギー効率向上、低効率な建物の改修、建設資材の環境性能向上などに⼀体
的に取り組むための法案改正が検討されている。

■本稿では、建物のエネルギー効率規制の中核をなす建物エネルギー性能指令
（Energy Performance of Building Directive）を取り上げ、現在審議中の改正法
案を概説する。

背景

EUでは、欧州グリーンディールの⼀環として、建物の脱炭素・低炭素化を促進する新た
な重要政策が導⼊・検討されている。
欧州委員会によれば、EUの最終エネルギー消費の約40％と温室効果ガス（GHG）排出の
36%が建物に由来するという。また、EUの建築物ストックの 85％は2001 年以前に建設
され、現存する建物の 85〜95％は2050 年にもまだ存在すると予測されている(*1) 。そ
のため、建物のエネルギー効率向上は、欧州グリーンディールの優先課題のひとつに位置
付けられ、EUが掲げるGHG排出削減⽬標（2030年までに1990年⽐55%削減）を実現す
るための政策パッケージ、Fit for 55においても⼤幅なエネルギー効率化が必要な重点セ
クターに挙げられた。
古い建物を使いながら遺してきた歴史的な都市景観は、欧州の⻑い歴史と⽂化の現れで

もある。他⽅、GHG排出やサステナビリティの観点からは、設備の⽼朽化と省エネ効率の
低さが⻑らく問題視されてきた。さらに、昨今の電⼒・ガス需給逼迫やウクライナ危機を
めぐる国際情勢の不安定化によるエネルギー価格⾼騰を受けて、エネルギー安全保障の観
点からも、建物のエネルギー⾃給の必要性が⼀層強く認識されている。
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建物のエネルギー性能指令（EPBD）

EUにおける建物のエネルギー効率に関する規制の中核は、建物エネルギー性能指令
（EPBD︓Energy Performance of Building Directive）である。EPBDは、住宅・建築
物のエネルギー消費削減に関わる規制の導⼊をEU加盟国に義務付けるもの。現⾏の
EPBD指令は、2010年に施⾏、2018年に改定された指令2010/31/EU(*2)（2002年に
制定された旧指令(*3) は、2010年の改正指令施⾏により廃⽌）。

指令2010/31/EUでは、「nearly Zero Energy Building（nZEB）」という新たな概
念の導⼊や、エネルギー性能の算定枠組み制定など⼀定の成果がみられた。他⽅、各加
盟国で導⼊のスピードや達成度合に差があること、省エネ効果が⾼い抜本的な改修
（deep renovations）が少なく既存の建物のエネルギー効率改善が進まないこと等の課
題を欧州委員会は指摘している。
このような課題に対応し、また、欧州グリーンディールの野⼼的な⽬標達成に向けて、

2021年12⽉15⽇、欧州委員会はEPBDの改正法案(COM(2021) 802 final)を提出した。
本法案は、EUの通常⽴法⼿続き（三読会制）が採られ、現在、欧州議会と理事会の第⼀
読会で審議進⾏中である。

EPBD改正法案のポイント

欧州委員会の改正案は、既存の指令を強化し、2050年までにEU域内の建築物ストッ
クの完全脱炭素化を⽬指す。これはEUが打ち出した“Energy Efficiency First
（EEF）”（エネルギー効率第⼀）原則 (*4)の⼀環として展開され、エネルギー関連セ
クターを超えたあらゆる分野で省エネ・再エネを追及するという⽅向性に合致するもの
である。

欧州委員会案では広範な改定を提案しているが、特に注⽬すべき点を以下に挙げる。

①ゼロ・エミッション・ビル（Zero-Emission Building）
欧州委員会の改正案では、これまでのnZEBからさらに⼀歩進めて、ゼロ・エミッショ

ン・ビル（ZEB）の普及を⽬指すとした。ZEBとは、⾮常に⾼いエネルギー性能（附属
書Iにて定義）をもち、必要なエネルギー量が⾮常に少なく、かつ、必要エネルギーを当
該建物または地域・コミュニティ内で調達される再エネによって賄うことが技術的に可
能な建物と定義されている（第2(2)条）。
ZEBの要件は改正法案の附属書IIIに詳細に記載され、北欧から地中海沿岸まで異なる

気候帯に分布するEU諸国を４つの気候ゾーンに分類し、居住⽤・オフィスビルについて
⼀次エネルギー年間消費の上限を設ける案が⽰された。改正案が成⽴すれば、2030年1
⽉1⽇以降、全ての新築建物にZEB要件が適⽤される（第7条）。公的機関が使⽤・所有
する新築建物については先⾏して2027年1⽉1⽇から適⽤開始。
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②エネルギー性能評価基準と証書（Energy Performance Certificates）
欧州委員会の改正法案では、エネルギー性能評価基準をEU域内で共通化し、2025年末ま

でに性能評価格付けを最⾼評価のAから最低評価のG（最下層15％に相当）までの7段階に
統⼀する。

エネルギー性能評価証書は、建物の建設・売買・賃貸借等の際に提⽰を求められるもので、
契約時の取引書類のみならず、対象不動産に関わる広告などにも掲⽰するよう求めている。
建物のエネルギー性能が不動産価値指標のひとつとなることで、より⾼い省エネ性能評価を
持つ建物は売買価格や賃料が上昇する(*5) といった経済的な動機付けにより⼀層の導⼊拡
⼤を促す。

改正案では証書の記載情報を⾒直し、より⾒やすく信頼性の⾼い情報開⽰内容に改訂。建
物のエネルギー消費量やGHG排出量等の共通指標を盛り込んだテンプレートを定める。開⽰
データはデータベース化しデータ保護規制により⼀般公開され、公的機関や⾦融機関の情報
収集にも役⽴てるという。デジタル建物台帳や単⼀デジタルツールの導⼊も検討され、この
分野でもグリーン移⾏のためのデジタル活⽤が進みそうだ。

③建物のライフサイクル全体のGHG排出
（whole life-cycle greenhouse gas emissions）
今回の改正案は、建物の使⽤期間中のみならず、ライフサイクル全体のGHG排出削減を
重視している。改正案では、加盟国にライフサイクル全体での地球温暖化ポテンシャル
（GWP）を算出・開⽰することを求め、2027年1⽉1⽇から使⽤可能床⾯積2000㎡以上の
新築建物に、2030年1⽉1⽇以降は全ての新築建物に適⽤するとしている。
これはEUのサーキュラーエコノミー政策とも深く関連する。2020年3⽉の新サーキュ
ラーエコノミー⾏動計画（本レポート連載2022年4⽉号参照）においても建設・建物のバ
リューチェーンは重点施策の対象とされ、特に鉄鋼やセメントなど⼀般にエネルギー消費が
⼤きい建設部材の⽣産や、森林伐採による⽊材調達に関わるGHG排出インパクトに着⽬して
いる。建設製品については別のEU規則（Construction Products Regulation）があり、技
術基準や製品の認証制度を定めている。詳細は割愛するが、同規則も欧州グリーンディール
の⽬標に沿った内容への改正⼿続きが現在進められており、安全や機能⾯での性能に加え、
環境性能を重要な要素として盛り込む。改正法案(*6) が本年3⽉に欧州委員会より出され、
⼀般からのフィードバック募集が7⽉に締め切られたところである。

④最低エネルギー性能基準（MEPS︓Minimum Energy Performance Standards）
今回のEPBD改正案の注⽬ポイントのひとつであった、EUレベルでの最低エネルギー性能

基準（MEPS）については、全⾯的な導⼊は⾒送られた。エネルギー性能が極めて低く優先
的に改修する必要がある建物（上述のエネルギー性能評価のAからGのうち、FまたはGに該
当する建物）のみEUレベルでの共通基準を設定するが、それ以外は加盟国ごとの基準設定
を認めるなど柔軟性を許容した。尚、歴史的建造物は規制対象外。

⑤「リノベーション・パスポート」（Renovation Passport）
改正案ではリノベーション・パスポートの制度が提案されている。詳細は未定だが、改正

法案第10条によれば、2050年までのZEB化を⽬標に、対象となる建物の改修ステップを⽰
したロードマップのような情報ツールを想定している模様。2023年末までに欧州委員会が
共通枠組みを策定し、それに基づき各加盟国が2024年末までに制度を導⼊する。
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⑥加盟国レベルでの導⼊徹底と調和策
EPBDはEUの⼆次法のうち「指令」である。EUの法令種類については本レポート連載で

たびたび触れているが、指令は、EUレベルで制定された後、各加盟国での国内⽴法⼿続き
を経て法制化され、制度が徹底されなければならない。そのため、現⾏法の下で、加盟国
には国別⻑期改修計画の策定と欧州委員会への提出が義務付けられている。欧州委員会は、
過去の国別計画を分析した結果、国によって設定したマイルストーンが異なり、野⼼レベ
ルが低い国やエネルギー効率化への国家財政⽀援が⾜りない国があると厳しく指摘。その
ため改正にあたっては、国別⽬標値、投資必要額、財政措置等を含むEU統⼀のテンプレー
トを制定し、⽐較可能なモニタリング⼿法の導⼊を提案。

加盟国が⾃国の建築物ストックのエネルギー性能底上げに責任をもって対処することを
求め、未達の場合には欧州委員会が適切なフォローアップ措置を講じる権限の付与も盛り
込んだ。指令という規制枠組みを⽤いて加盟国の対応に裁量や多様性を認めながらも、EU
レベルの規制調和がなかなか進まなかった建設・建築分野に切り込んでいく姿勢がうかが
われる。

包括的な政策アプローチ

EUにおける省エネ・脱炭素化政策は、単体の政策分野として担当部局が縦割りで取り組
むのではなく、数多くの政策ツールを組み合わせて、部局横断的な規制作りを⾏っている
ことが⼤きな特徴といえる。建築物のエネルギー効率化は欧州グリーンディールが掲げる
排出削減⽬標の達成に不可⽋な要素と位置付けられ、下図が⽰すように「Fit for 55」政
策パッケージ（本レポート連載2021年8⽉号参照）の複数の政策が⼀体となって規制強
化・調和を図っている。欧州委員会におけるEPBDの管掌DG（Directorate-General）は
DG ENER（Energy）だが、EU-ETSやESR（Effort Sharing Regulation）などDG 
CLIMA (Climate Action)所管の政策と相互補完的に展開されている。

後編では、EPBDと並び重要な政策である「Renovation Wave」戦略とその関連法令に
ついて解説したい。

（図表）
EPBDと他の主要政策・
法令との相互補完関係

（出典︓欧州委員会）



6

エネルギー効率第⼀（Energy Efficiency First）の原則
Regulation (EU) 2018/1999 on the Governance of the Energy Union and Climate 
Action の第2(18)条で定義された、EU気候変動対策における重要な原則。エネルギー計
画や政策⽴案、投資判断において、エネルギー需給の効率を⾼めるための⽅策を最⼤限考
慮すること。特に、費⽤効率のよい省エネ⼿法の選択、ディマンド・リスポンスやより効
率的なエネルギー変換・送配電などが挙げられている。2021年9⽉には欧州委員会からガ
イドラインと事例が⽰された（Recommendation (EU) 2021/1749 on Energy 
Efficiency First: from principles to practice ̶ Guidelines and examples for its 
implementation in decision-making in the energy sector and beyond）。

ライフサイクル全体のGHG排出
建物部⾨での排出は従来、冷暖房や照明その他建物設備使⽤に由来するCO2排出
（operational carbon）を指すことが多かったが、近年、建材に内包される排出
（embodied carbon）も重要視されており、建物のライフサイクル排出量への意識が⾼
まっている。IEAのGlobal Status Report 2018によれば、建材由来のCO2排出は、年間
の建物関連のCO2排出の28%に相当し、世界の年間CO2排出の11%を占めるという。上
述のEPBD指令の改正案は、ライフサイクル全体のGHG排出を、ゆりかご（建設資材の原
材料）から墓場（建物の解体、建材のリサイクル、廃棄等）までの全段階における建物由
来の合計GHG排出と定義している。
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